
第６号様式 
随意契約について 

公表年月日 令和 8 年 4 月 17 日 
担 当 課 水道部工務課 

 

契約業者名・住所 松戸市上下水道管工事業協同組合・松戸市稔台五丁目 15 番地 25 

工事等の名称 検定満期量水器交換委託 

工事等の場所 松戸市水道部給水区域内 

種 別 その他 

工事等期間 令和 8 年 4 月 17 日から令和 9 年 3 月 31 日 

契約金額 単価内訳書の通り（予定総額 41,270,057 円） 

工事等の概要 検定満期を迎える量水器の交換業務 

随意契約の理由 本市の水道事業は、上水を利用者に安全かつ確実に送水し、使用した水量に応じた料金によって運営してお

ります。そのため料金算定の基となる量水器は正確であることが求められ、法による検定が義務づけられて

おります。本委託は、対象件数が 6，966 件と多く、検針時期との調整があり交換作業日に制約がある中で

確実に交換しなくてはなりません。 
従って、受託者は 
・膨大な件数を短期間で迅速に処理する体制が備わっていること。 
・異常時における緊急連絡体制が整っていること。 
・現場の状況を熟知していること。 
・高い技術水準を有していること。 
の要件が求められます。 
本委託を行い得る業者は、松戸市の指定給水装置工事事業者に限られますが、上記の要件を考慮すると対応



できる業者はありません。 
松戸市においては、水道工事を円滑かつ効率的に行うため、これらの指定事業者で松戸市上下水道管工事業

協同組合（以下「協同組合」という。）を組織しております。 
協同組合は、いずれも上記の要件を満たしており、過去の受託においても優れた実績を有しております。 
また、協同組合に変わる同規模の業者や組合等の組織はありません。 
以上の理由により、地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 2 号の規定を適用し随意契約するものです。 
また、業者は松戸市水道事業会計規程 108 条第 1 項第 1 号を適用し、松戸市上下水道管工事業協同組合を選

定するものです。 

  


